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愛光学園同窓会会員データベース利用規約 

 

（趣旨及び定義） 

第１条 愛光学園同窓会（以下「同窓会」という。）が管理・運用する同窓会会員デー

タベース（以下「会員データベース」という。）の利用規約（以下「本規約」とい

う。）を以下のとおり定める。 

２  「「会員データベース」とは，同窓会会員の同窓会ＩＤ・パスワード・卒業期・氏

名を基本情報（以下「基本情報」という。）として同窓会が登録し，かつ，利用者

（以下，本規約に基づいて会員データベースに登録した者を「利用者」という。）

が自らの責任において登録する登録項目を，他の利用者が検索・閲覧することがで

きる，会員相互の情報交流を図るためのデータベースである。 

 

（目的） 

第２条 本規約は，利用者が会員データベースを利用する際に遵守すべき事項を定める

ことにより，会員データベースの安全な運用を行うことを目的とする。 

２  利用者が会員データベースを利用するにあたっては，本規約の内容を承諾したも

のとみなす。 

 

（運用組織） 

第３条 会員データベースの運用にかかる業務は，同窓会常任理事会が行うものとする。 

 

（利用資格及び利用の制限） 

第４条 会員データベースを利用できる者は，本条第１項各号のいずれかに該当する者

とし，利用の制限については本条第２項に定める。 

１「「⑴ 同窓会会員 

⑵ その他同窓会常任理事会が認めた者 

２ 第１条第２項に定める「基本情報」以外の会員の情報を利用しようとする場合には，

自ら登録した項目を超えて利用することはできない。 

  「（ え）自らの現住所を登録していない場合には，他の会員の現住所を利用するこ

とはできない。 

 

（利用者の義務） 

第５条 利用者は，会員データベースを利用するにあたり，以下の義務を負う。 

⑴ 「本規約及び同窓会が別に定める細則に基づいて利用しなければならない。 

⑵ 利用者に発行されるＩＤ及びパスワード（以下，併せて「ＩＤ等」という。）を

自らの責任において厳重に管理し，第三者に開示・漏洩してはならない。 
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⑶ ＩＤ等の第三者への開示・漏洩があった場合，またはＩＤ等が第三者に使用さ

れていることが判明した場合には，直ちに同窓会事務局にその旨を報告するとと

もに，同窓会からの指示に従う。 

⑷ 会員データベースから入手した情報については，第三者に開示・漏洩しないよ

うその取り扱いに十分注意する。 

⑸ 会員データベースを利用して，愛光学園や同窓会会員の信用・品位を傷つける

行為を行わない。 

⑹ 会員データベースを利用して，法令等に違反する行為を行わない。 

 

（利用資格の喪失） 

第６条 利用者が前条各号の義務に違反し，または，第４条第１項各号の利用資格を有

しなくなった場合，当該利用者は，ただちに，利用資格を失うものとする。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第７条 同窓会は，会員データベースを運用するにあたり，個人情報に関する法令を遵

守し，個人情報を適切に取り扱うものとする。 

２  同窓会は，個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合には，

当該第三者について厳正な調査を行い，取り扱いを委託する個人情報の安全な管理

が図られるよう，当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行う。 

 

（免責） 

第８条 会員データベース上から入手された情報によって発生したあらゆる損害に関

して，愛光学園及び同窓会は一切の責任を負わないものとする。 

 

（規約の改廃） 

第９条 本規約の改廃は，同窓会常任理事会において行う。 

 

附 則 

この規約は，令和６年 11 月１日から施行する。 

 


